
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和７年５月７日（水）午後４時００分～午後４時５０分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第１会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１２名） 

農業委員 

１番 大森 憲一 

３番 弓野 良子 

４番 青木 清美 

５番 水島 英樹 

６番 大濱 秀弥 

７番 折谷 秀幸 

８番 荒尾 和彦 

９番 髙嶋 香織 

10番 清水 智也 

12番 清水 正雄 

13番 大森 裕一 

14番 石原 孝之 

 

４ 本委員会に欠席した委員（２名） 

農業委員 

２番 山岡 知博 

11番 中野 義博 

 

 

４ 説明者   農業委員会  事務局長    平坂 昌美 

事務局長代理  坂口 寛 

事務局員    永口 拓樹 

 

５ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の件 

  （２）議案第２号  農地法第４条・５条の規定による許可申請の件 

（３）議案第３号  農用地利用集積等促進計画案に意見を付す件 

（４）その他 

 

６ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、５月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  （あいさつ）       



 

会  長  それでは、これより、５月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により５番 水島 英樹 委員、６番 大濱 秀弥 

委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」について、ご説 

明いたします。 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第３条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和７年５月７日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 今回の申請の概要ですが、許可申請件数は５件で、申請面積は５，８０６．００㎡ 

です。 

 続いて、各申請についてご説明いたします。 

 １番 譲受人は朝日町境○○○○番地、○○ ○○さんです。 

１番 譲渡人は朝日町月山新○○○番地○○、○○ ○○さんです。 

 申請農地は朝日町境西地○○○○番○外１筆、地目は田、２筆、合計２１７．００ 

㎡です。 

 権利の設定としては、「譲受人の要望による」となります。 

 水島英樹委員、大濱秀弥委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、境地区内、譲受人の自宅の北側に隣接しております。 

 次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、農業経験はありませ 

んが、申請地で自家用野菜の栽培を行うこととしており、適正に管理・耕作されると 

思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は申請地で自家用野菜を栽培する予定としており、 

周辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

また、４月の定例会でもご案内させていただいておりましたとおり、先般の農地法 

の改正により、要件が追加されております。これまでの要件に加えて、 

①権利取得者が農業関係法令に違反していないか 

②作業人員の体制は適正か 

③権利取得後に耕作をせずに他者に譲渡又は転用していないか 

の要件が追加され、４月１日に施行されているところであります。 

今回の案件については、今ほど説明いたしました追加要件につきましても確認して 

おります。 



 以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

たしているものと思います。 

 

議案書は、１ページをご覧ください。 

２番 譲受人は朝日町月山○○○番地、○○ ○○○さんです。 

２番 譲渡人は朝日町月山○○○番地、○○ ○○さんです。 

 申請農地は朝日町月山○○○番○、地目は田、１筆、合計３１．００㎡です。 

 権利の設定としては、「譲受人の要望による」となります。 

 髙嶋香織委員、大森裕一委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

申請地は、五箇庄地区、月山地内、譲受人の自宅の東側に隣接しております。 

 次に許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、現在譲受人は申請地に

おいて自家用野菜を栽培しており、今後も、適正に管理・耕作されると思われます。 

農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

地域調和要件については、譲受人は同集落内で問題なく自家用野菜を栽培している

ことから、周辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないと思われます。 

また、先ほど説明いたしました農地法の改正による追加要件につきましても、確認

しております。 

以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると思います。 

 

議案書は、１ページをご覧ください。 

３番 譲受人は朝日町大屋新○○番地、○○ ○○さんです。 

３番 譲渡人は朝日町泊○○○番地○、○○ ○○さんです。 

 申請農地は朝日町大屋新○○番、地目は田、１筆、合計７５．００㎡です。 

 権利の設定としては、「譲受人の要望による」となります。 

 荒尾和彦委員、石原孝之委員より、意見書をいただいております。 

 ３ページをご覧ください。 

申請地は、泊地区、大屋地内、譲受人の自宅の北側に隣接しております。 

次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、農業経験はありませ 

んが、申請地で自家用野菜の栽培を行うこととしており、適正に管理・耕作されると 

思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は申請地で自家用野菜を栽培する予定としており、 

周辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

また、先ほど説明いたしました農地法の改正による追加要件につきましても、確認し 

ております。 

以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると思います。 

 

議案書は、１ページをご覧ください。 

４番 譲受人は朝日町不動堂○○○番地、○○ ○○さんです。 

４番 譲渡人は山形県天童市芳賀タウン南三丁目○○番○○－○号○○○○○○、 

○○ ○○さんです。 



 申請農地は朝日町不動堂○○番○外３筆、地目は田が２筆、畑が２筆、合計４筆、 

１，８４８．００㎡です。 

 権利の設定としては、「譲渡人の要望による」となります。 

 山岡知博委員、青木清美委員より、意見書をいただいております。 

 ３ページをご覧ください。 

申請地は、大家庄地区、不動堂地内、譲受人の自宅の周辺に隣接しております。 

 次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、譲受人はすでに農機 

具等を確保しており、また、農業法人にも従事していることから技術的にも問題なく、 

今後も適正に管理・耕作されると思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は申請地で水稲、自家用野菜や果樹を耕作・栽培 

する予定としており、周辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと 

思われます。 

また、先ほど説明いたしました農地法の改正による追加要件につきましても、確認し 

ております。 

以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると思います。 

 

議案書は、１ページをご覧ください。 

５番 譲受人は朝日町不動堂○○番地○、○○○○○○○○○○○ ○○○○○  

○○ ○○さんです。 

５番 譲渡人は朝日町殿町○○○○番地、○○ ○○さんです。 

 申請農地は朝日町不動堂○番、地目は田、１筆、合計３６３５．００㎡です。 

 権利の設定としては、「双方の要望による」となります。 

 山岡知博委員、青木清美委員より、意見書をいただいております。 

 ４ページをご覧ください。 

申請地は、大家庄地区、不動堂地内、譲受人の事務所から約６５０ｍ、車で約３分 

圏内の距離に位置しております。 

 次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、現在譲受人は同集落 

内で耕作しており、今後も適正に管理・耕作されるものと思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は同集落内で問題なく耕作していることから、周 

辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

また、先ほど説明いたしました農地法の改正による追加要件につきましても、確認し 

ております。 

 なお、譲受人が法人である場合には、譲受人が農地所有適格法人の要件を満たして 

いることが要件の一つとしてありますが、本議案の譲受人については、許可申請書等 

により、法人形態要件、事業要件、議決権要件及び役員要件の全ての要件の基準を満 

たしていることを確認しております。 

以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると思います。 

 

         議案第１号は以上でございます。 

         よろしくお願いいたします。  



 

    会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思います。 

水島英樹委員と大濱秀弥委員から意見書をいただいておりますので、水島英樹委員 

        から意見をお願いいたします。 

 

   水島委員  事務局から説明のあったとおりであり、また本人からも畑をやっていくと聞いてお

り、問題はないものと思われます。 

 

   会  長  続きまして、大濱秀弥委員いかがでしょうか。 

 

   青木委員  水島委員、事務局から説明のあったとおりであり、問題はないものと思われます。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請どおり許可 

        いたします。 

 

会  長  議案第１号の２番の議案につきまして、審議したいと思います。 

髙嶋香織委員と大森裕一委員から意見書をいただいておりますので、髙嶋香織委員 

        から意見をお願いいたします。 

 

髙嶋委員  申請地においては、譲受人ご自身がこれまで畑をしてきたところであり、問題ない

ものと思われます。 

 

   会  長  続きまして、大濱秀弥委員いかがでしょうか。 

 

   大森委員  髙嶋委員、事務局から説明のあったとおりであり、問題はないものと思われます。 

 

   会  長  議案第１号の２番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の２番の議案につきまして申請どおり許可 

        いたします。 

 

会  長  議案第１号の３番の議案につきまして、審議したいと思います。 

      まず、私が意見書を提出しておりますので、意見を述べさせていただきます。 

 

会  長  申請地は、譲受人の住宅建設地の横であり、申請地で畑をやりたい意欲があること

などから問題ないものと判断しました。 



 

   会  長  続きまして、石原孝之委員いかがでしょうか。 

 

   石原委員  申請地で家庭菜園をやることに意欲的であり、問題はないものと思われます。 

 

   会  長  議案第１号の３番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の３番の議案につきまして申請どおり許可 

        いたします。 

 

会  長  議案第１号の４番の議案につきまして、審議したいと思います。 

      山岡知博委員と青木清美委員から意見書をいただいておりますが、山岡知博委員が 

本日欠席されていることから、青木清美委員から意見をお願いいたします。 

 

青木委員  申請地は、譲受人が自宅を購入した周辺で、詳細については事務局の説明のとおり

であり、問題ないものと判断しました。 

 

   会  長  議案第１号の４番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の４番の議案につきまして申請どおり許可 

        いたします。 

 

会  長  議案第１号の５番の議案につきまして、審議したいと思います。 

      山岡知博委員と青木清美委員から意見書をいただいておりますが、山岡知博委員が 

本日欠席されていることから、青木清美委員から意見をお願いいたします。 

 

青木委員  事務局の説明のとおりであり、問題ないものと判断しました。 

 

   会  長  議案第１号の５番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の５番の議案につきまして申請どおり許可 

        いたします。 

 

 



   会  長  次に、議案第２号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」を上程いたし 

ます。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  ５ぺージをご覧ください。 

         議案第２号「農地法第４条・第５条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地 

法第４条・５条の規定による許可申請があったので、同法施行令第７条並びに第１５ 

条の規定により意見を求めます。 

         令和７年５月７日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

  

５条関係が２件です。 

         議案第２号の１番です。 

 １番 譲受人は、「朝日町宮崎○○○○番地○○、○○○さん」です。 

１番 譲渡人は、「朝日町荒川○○○番地○、○○ ○○さん」です。 

 申請地は、朝日町宮崎字堂田○○○○番○及び○○○○番○、地目は田で、 

８２．００㎡、転用目的は庭地造成です。 

         大濱秀弥委員より意見書を頂戴しております。 

         申請地につきましては、６ページ左側をご覧ください。 

         当該申請地は、宮崎地区宮崎地内の鹿嶋神社の東側に位置します。 

申請地の北側には、譲受人が休憩所として所有する家屋があります。この休憩所を 

利用する際に庭地として整備することで、家族が憩う場として利用するほか、樹木 

や草花を植栽し、適切に管理された庭園とすることで、景観上の問題や害虫の発生リ 

スクを低減し、近隣住民にとっても良好な住環境が整うことから、今回の申請に至っ 

たものです。 

         申請地の雨水処理は、自然浸透となっており、適正で隣接地には被害がないと認め 

        られます。 

農地区分につきましては、市街化傾向区域の２種農地と判断します。 

また、朝日町土地改良区の同意での意見書も添付されていることから、本案件は許 

可すべきものと考えます。 

 

次に、議案第２号の２番です。 

２番 譲受人は、「朝日町平柳○○○○番地○○○○○○○○ ○○○、○○ ○ 

○○さん」です。 

２番 譲渡人は、「朝日町沼保○○○番地、○○ ○○さん」です。 

申請地は、朝日町沼保字髪白○○○番○、地目は田で、２４１㎡です。 

転用目的は、一般住宅敷地です。 

荒尾委員より意見書を頂戴しております。 

申請地につきましては、６ページ右側をご覧ください。 

申請地は、泊地区沼保地内で、申請地の西側には、さみさと小学校グラウンド、 

南側には町道沼保宮本町線が近接しております。 

 



 譲受人は、現在、配偶者とともにアパートで生活しており、結婚を機に新居を 

建築することとなり、当該申請地での建築を希望しておられます。また、将来的に 

子供が生まれた際には、小学校が近くにあることから、子育て環境としても適して 

いると考えられておられます。 

 このたび、譲渡人と土地の譲渡の協議が整ったことから、今回の申請に至ったも 

のです。 

 申請地の雨水は、自然浸透及び簡易排水設備を経て排水路に放出される計画とな 

っており、雨水処理は適正で隣接地には被害がないと認められます。 

 農地区分につきましては、都市計画法上の用途地域である３種農地です。 

 朝日町土地改良区の同意での意見書も添付されていることから、本案件は許可す 

べきものと考えます。 

 

 以上、第５条の規定による許可申請の件として、２件 田３筆、 

合計３２３．００㎡、となります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第２号の１番の議案につきまして、審議したいと思 

います。 

 大濱秀弥委員から意見書をいただいておりますので、報告願います。 

 

   大濱委員  事務局から説明のあったとおりであり、問題はないものと思われます。 

 

   会  長  議案第２号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

   

   会  長  申請地の南側の通路から入ることができるのか。 

 

   事 務 局  一段低くなってため、現実的には難しい。約１ｍの段になっている。 

         そのため、北側の通路から入ることになるが、徒歩でしか行けないと思われる。 

 

   会  長  その他に、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第２号の１番の議案につきまして申請どおり県へ 

進達いたします。 

 

会  長  次に、議案第２号の２番の議案につきまして、審議したいと思います。 

 私から意見書を提出しておりますので、報告いたします。 

 

   会  長  申請地は、一般住宅用地として申請されており、取得後の建設が確実と見込まれ、 

境界は、土砂の流出する恐れがないよう擁壁を施し、雨水は自然浸透及び簡易排水設 

備を経て排水路に放出される計画となっている。現地を確認したところ、申請地は、 



数年前まで造園業者に貸与し、畑として利用されていたが、現在は耕作されず、草刈 

りのみで管理されている。これらのことから、問題はないものと判断いたしました。 

 

   会  長  議案第２号の２番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第２号の２番の議案につきまして申請どおり県へ 

進達いたします。 

 

会  長  次に、議案第３号「農用地利用集積等促進計画案に意見を付す件」につきまして、         

事務局より説明願います。 

 

事 務 局   それでは、７ページをご覧ください。 

議案第３号「農用地利用集積等促進計画案に意見を付す件」、次のとおり、農地中  

間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定により、朝日町農用地利用集積

等促進計画案の提出がありましたので、その意見を求めます。 

 

それでは議案の説明に移りたいと思います。 

初めに農地中間管理事業に係る促進計画の集積についてご説明いたします。 

１４ページをご覧ください。 

今回の概要といたしましては、申請件数は１０８件となり、 

田：２２４筆：５７８，９６８．００㎡となります。 

         続きまして、１５ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業に係る促進計画の集積についての利用権設定状況の内

訳です。 

３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、２件、７，００５．００㎡、全て再設定 

となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、４件、９，２４０．００㎡、うち再設 

定を含む申請が、３件、８，４３９．００㎡となっております。 

 １０年以上の借り手及び貸し手が、１０２件、５６２，７２３．００㎡、うち再設 

定を含む申請が、９４件、５４１，６９３．００㎡となっております。 

続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

 借り手、貸し手 計各１０８件、５７８，９６８．００㎡のうち借り手はすべて 

公社であります。 

町外の貸し手は、２７件、１３２，４５９．００㎡となり、残りの町内各地区分は、 

        表のとおりとなっております。 

続きまして、２４ページをご覧ください。 

         こちらは、農地中間管理事業に係る促進計画の配分についての利用権設定状況の内

訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、３件、８，９４２．００㎡、全て再設定となって 

おります。 

 



３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、４件、９，９１７．００㎡、全て再設定 

となっております。 

 ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、９件、２５，４４１．００㎡、うち再 

設定を含む申請が、８件、２４，６４０．００㎡となっております。 

 １０年以上の借り手及び貸し手が、１０４件、５６４，８７０．００㎡、うち再設 

定を含む申請が、９６件、５４３，８４０．００㎡となっております。 

続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

借り手、貸し手 計各１２０件、６０９，１７０．００㎡のうち、貸し手はすべて

公社になっております。 

町外の貸し手は、１件、３，９３０．００㎡となり、残りの町内各地区分は、表の 

        とおりとなっております。 

なお、今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として再配分が１２件含まれて 

おります。 

議案第３号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 

会  長  ただ今、説明のありました議案第３号の議案につきまして、審議したいと思います。 

 当事者となる委員がおられますので、案件を分けて審議します。 

 

 まずは、１８ページの議案第３号、１９８番及び１９９番の案件について審議した 

いと思います。 

 当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

 （○○○○ 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         １８ページの議案第３号、１９８番及び１９９番の案件について、ご意見及びご異 

議はありませんか。 

 

 （意見なし） 

 

   会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

 （○○○○ 着席） 

 

   会  長  続きまして、２２ページの議案第３号、２８１番及び２８２番の案件について審議 



します。 

         当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

         （○○○○ 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         ２２ページの議案第３号、２８１番及び２８２番の案件について、ご意見及びご異 

議はありませんか。 

 

（意見なし） 

  

     会  長  それでは、ただ今の案件につきまして、異議のない方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

会  長  挙手多数で異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり 

決定いたします。 

 それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

 （○○○○ 着席） 

 

 会  長  それでは、今ほどの当事者の案件以外の議案第３号の案件について審議したいと 

思います。 

ご意見及びご異議はありませんか。 

 

   清水委員  ２２、２３ページの再配分６２番と６３番の期間が１５年１０月と長いのはなぜか。 

 

   事 務 局  当該案件は、農地中間管理機構関連農地整備事業の案件であり、１５年以上の設定 

を要するため、そのようになっている。 

 

  会  長  その他に、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、当委員会からの意見は 

        ないものとし、富山県農林水産公社理事長へ提出します。 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…６月４日（水）１６：００～ 



 

   会  長  その他に意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして５月の農業委員会定例 

会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後４時５０分に閉会する。 

 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名する。 
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      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


